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Ⅰ はじめに

本日、議員の皆さんにご出席をいただき、令和５年第１回町議会定

例会を開会できますことにお礼申し上げます。

今議会に提案いたしました諸案件のご審議をお願いするにあたり、

令和５年度の町政執行方針について所信を申し上げます。

新型コロナウイルスの感染者が国内で確認されてから３年が経過い

たしました。この間、新型コロナウイルス感染症の町内における感染

者数の微増が続く中、医療提供体制の確保とともに、ワクチン接種体

制の整備など、感染症対策を継続的に取り組んでまいりました。

そして、長引くロシアによるウクライナ侵攻、これに伴うエネルギ

ーや食料品などの価格高騰によって、厳しい状況に置かれた生活者や

事業者、産業従事者などに対する支援を行い、経済対策を図ってまい

りました。

そうした様々な制約がある中で明るい話題もありました。本年３年

ぶりに開幕されたさっぽろ雪まつりでは、大通り会場にカムイサウル

ス・ジャポニクスなどを題材にした大雪像が設置され、国内外の観光

客にむかわ町を大いにアピールできたほか、文化・スポーツなどの分

野でも元気をいただきました。

そのような中にあっても、町政は町民生活に直結しているものであ

り、様々な課題や状況を的確に捉え、迅速に対応するとともに、将来

にわたって継続的に手がけていくべき取り組みもしっかりと進めてい

かなければなりません。
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現在、まちなか再生基本計画の具現化に向け、社会課題、地域課題

の解決にも資する復興拠点施設等整備事業基本設計等にも着手し、第

２次むかわ町まちづくり計画前期基本計画の重点プロジェクト「まち

なか再生プロジェクト」が動き出しました。

令和５年度は、まちづくり計画における基本構想の実現に向け、今

後１０年、２０年、さらにその先の将来を見据えた中で、まちの新た

な基盤をつくる非常に重要な１年となります。

北海道胆振東部地震から５年という節目でもあり、これまで復旧・

復興に向け、一つひとつ積み重ねてきた施策を地方創生につなげ、コ

ロナ禍において得られた知見も活かしながら、さらなる躍進を遂げる

１年にしてまいります。

本町のまちづくりの理念である「人と自然が輝く清流と健康のまち」

を念頭におき、まちづくり計画に基づきＳＤＧｓと紐付けられた事業

を様々な分野において展開しながら、新たなまちづくりを一体的に進

めてまいります。

また、町民との「共創」に加え、関係人口の創出・拡大、防災先導

のまちづくりと脱炭素、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

など、時代の変化に応じた取り組みを進め、全力で町政運営にあたっ

てまいります。
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Ⅱ 主な施策

次に、町長施政方針でお示しした６つの基本政策に沿って、令和５

年度の主要施策について申し上げます。

１ －ふせぐ－

最初の柱「ふせぐ」。ポストコロナを見据え、コロナ禍を克服する

まちづくりであります。

新型コロナウイルス感染症は、道内においてようやくピークを超え

たものと認識しております。また、国からこの春に感染症法上の位置

付けを「２類相当」から「５類」に引き下げる方針が示され、今後の

新型コロナウイルス感染症の対策においては、大きな転換点を迎える

ことになると考えております。

感染症対策については、引き続き、国の動向を注視するとともに、

ウィズコロナ・ポストコロナを基本として、社会経済活動との両立を

進め、日常を取り戻すべく取り組んでまいります。

今後におきましても、感染症や物価高騰のリスクへの対応に万全を

期しながら、再び動き出した町民や事業者の皆さんの活動がさらに加

速されるよう、必要な支援に取り組んでまいります。

新型コロナワクチンの接種につきましては、引き続き、町内におけ

る接種体制を確保できるよう、国、北海道、町内医療機関などとの連

携を図ってまいります。



- 4 -

コロナ禍において、教育や医療など様々な場面でデジタル化の問題

に直面したことから、国はデジタル社会を実現するための司令塔とし

て令和３年にデジタル庁を発足させ、社会全体のデジタル化の取り組

みを牽引しています。

社会経済構造が大きく転換する新しいの時代に対応するためには、

デジタル化の推進が求められていることから、外部からデジタル人材

を登用し、推進体制を構築してまいります。

また、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進計画の策定

並びにスマート申請やオンライン手続き、庁内リモートワークの推進

など、積極的にデジタル技術の導入及び利活用に努めてまいります。

２ －くらす－

２つ目の柱「くらす」。子育てしやすく、健康で安心して暮らすま

ちづくりであります。

子ども・子育て支援については、「子ども・子育て支援事業計画」

に基づき、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため､

認定こども園をはじめ関係機関と連携しながら、もう一段上の子育て

支援対策に取り組んでまいります。

そのために「むかわ町子育て応援基金」を創設し、まずは子育て世

帯への支援を目的に「０～２歳児保育料無償化事業」を実施し、子育

て世帯の経済的負担の軽減を図ってまいります。

保育士の人材確保・育成支援対策については、新たに「保育人材確
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保一時金交付事業」を実施し、保育士資格者の確保と就業継続、離職

防止を図ってまいります。

また、保育施設等の整備や運営については、関係者や関係機関と協

議しながら、多様化する保育ニーズを踏まえ、適切な施設運営の支援

などに努めてまいります。

妊娠や出産への支援については、「妊婦一般健康診査」や「新生児

聴覚検査」の助成はもとより、不妊治療や不育症治療の助成も継続し

て実施してまいります。

放課後子ども教室については、４月から民間事業者への運営業務委

託を行い、民間事業者が有する専門性の高いノウハウを導入し、「地

域で子育て」をテーマに地域の多様なニーズを踏まえた環境づくりを

進めてまいります。

子どもの発達支援については、発達が気になる早期の段階から専門

的な相談や支援を行うとともに、発達支援体制の充実を図ってまいり

ます。

高齢者福祉・介護の充実については、「高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画」に基づき、介護サービスの確保及び医療・予防・住ま

い・自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシ

ステム」を推進してまいります。なお、現計画は令和５年度で終了す

ることから、次期計画の策定を進めてまいります。

また、認知症サポーターなどが支援チームをつくり、認知症の方や

その家族の支援ニーズに合った具体的な支援につながる仕組み「チー

ムオレンジ」を構築し、認知症サポーター活動を促進してまいります。
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地域福祉については、地域包括支援センターや社会福祉協議会など、

関係機関との連携を深め、居宅介護事業所及び権利擁護体制の強化を

図り、きめ細かな生活支援や相談体制の確保に努めてまいります。

障がい福祉については、「障がい福祉計画」並びに「障がい児福祉

計画」に基づき、障がいを持つ方が地域で安心して日常生活を送るこ

とができるよう、各種福祉サービスや相談体制の充実を図り、関係機

関と連携しながら雇用の確保への支援に努めてまいります。なお、現

計画は令和５年度で終了することから、次期計画の策定を進めてまい

ります。

また、介護・看病・お世話などが必要な家族などをケアする、いわ

ゆるケアラー・ヤングケアラーを含め全てのケアラーが健康で文化的

な生活を営むことができる社会の実現を目指し、令和５年度に「むか

わ町ケアラー支援条例」を制定いたします。

健康づくりについては、「健康むかわ２１」に基づき、健康診査及

びがん検診の受診率向上を図り、健康増進を推進してまいります。

加えて、幅広い年代層に健康づくりへの意識向上や生活習慣病予防

につなげるため、新たに「健康むかわチャレンジ事業」や「国保若年

者健診事業」を実施するとともに、自殺対策や心の健康増進に向けた

取り組みも実施してまいります。

食育の推進については、「食育推進計画」に基づき、健全な食生活

が実践されるよう、子どもから高齢者までそれぞれのライフステージ

に応じた食に関する取り組みを実践し、食育と地産地消を推進してま

いります。

地域医療については、鵡川厚生病院の持続可能な経営運営や安心で
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きる医療体制を確立するため、「公立病院経営強化プラン」の策定に

取り組みます。

また、医療サービスのさらなる向上を目指し穂別診療所との病診連

携の充実に努め、医療施設の環境整備を進めてまいります。

移住定住促進対策については、新たに「くらふる事業」を創設し、

子育て世代が購入する新築住宅や中古住宅の購入費用を助成する「戸

建て住宅取得助成事業」（マイホーム）、住宅リフォームに対し助成

する「戸建て住宅リフォーム助成事業」（リノベーション）を実施し

てまいります。

併せて、住環境の向上と定住人口の増加を図るため、町内に賃貸共

同住宅（アパート等）を建設する方へ建設費用の一部を助成する「民

間賃貸共同住宅等建設促進事業」（すまいりー）を実施してまいりま

す。

さらに、子育て世代の移住定住人口の増加を図るため、「民間賃貸

住宅移住定住促進事業」（かみんぐ）を実施するほか、子育て支援住

宅の入居条件の緩和を図り、子育て世帯の転入超過を目指してまいり

ます。

空き地・空き家対策については、「空家等対策計画」に基づき､住

環境や生活環境に影響を及ぼす恐れのある空き地・空き家について、

適切な対応を進め、本町への定住につなげてまいります。

除排雪については、冬期間の円滑な交通と安全を確保するため、新

たに車両整備を進め、道路や歩道の除雪の充実を図ってまいります。

良好な生活環境を確保するため、老朽化が著しいごみ収集ボックス
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の長寿命化又は更新を促進するほか、生活排水処理の広域化・共同化

に向け、引き続き協議を進めてまいります。

３ －まもる－

３つ目の柱「まもる」。災害に強く、安心で美しいまちづくりであ

ります。

安全・安心なまちづくりは、地震や津波、大雨などの自然災害や交

通事故、火災、犯罪などから町民の生命･財産を守るため、関係機関

・団体と緊密に連携しながら的確な対策を講じてまいります。

防災対策については、災害に強いまちづくりを目指し、全国初とな

る自宅のテレビのｄボタンで提供する、次世代データ放送サービス「ハ

イブリッドキャスト」を活用したシステムを４月から運用開始し、地

域情報から町民誰一人取り残さない情報伝達手段の多重化を図ってま

いります。

加えて、防災行政無線の機器更新、プラグインハイブリット車（Ｐ

ＨＥＶ）の購入など、防災施設・設備の充実を図ってまいります。

また、自主防災組織の育成・強化を図るほか、防災訓練の実施や各

種ハザードマップの更新、各種タイムラインの運用など、ハード・ソ

フト両面から地域防災力の向上に努めてまいります。

木造住宅の耐震化の促進については、「耐震改修促進計画」に基づ

き、教職員住宅の改築をはじめ、町内における耐震性が不十分な建築

物の解消に努めてまいります。
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北海道胆振東部地震から５年という節目の令和５年度は、震災当時

を振り返り、今後の防災・減災について考える機会とする講演会など

を開催いたします。

「千島海溝」と「日本海溝」で想定される巨大地震と大津波につい

て、本町は政府が公表した「特別強化地域」に指定されたことから「津

波避難対策緊急事業計画」の策定に向けた対応を図ってまいります。

そのため、発災後、迅速かつ着実に復興まちづくりを進めることが

できるよう、道内の自治体に先駆けて「事前復興計画」の策定事務を

進めるとともに、災害に強い都市構造、持続可能なまちづくりを目指

すため「立地適正化計画」の策定にも着手してまいります。

消防については、近年多発する自然災害や社会状況の変化に対し、

迅速かつ的確に対応するため、消防施設や消防車両などの計画的な更

新・整備を進めてまいります。

また、地域の防災意識の向上や防火思想の啓発など、消防団活動へ

の支援に努め、災害対応における初動体制の強化を図ってまいります。

東胆振１市４町の消防通信指令業務の共同運用については、東胆振

における消防力強化のため、令和８年度運用開始に向けた準備を進め

てまいります。

交通安全対策については、交通事故のないまちを目指し、町民や関

係機関などと連携し、交通安全意識の向上に努めるとともに、生活交

通環境の充実を図ってまいります。

防犯対策については、町民や関係機関との連携を強化するとともに、
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防犯意識の普及啓発などの防犯活動を推進してまいります。また、夜

間における交通安全の確保と犯罪の防止を図るため、街路灯や防犯灯

に環境負荷の少ないＬＥＤ化を引き続き推進してまいります。

道路や交通網の整備については、安全で利便性の高い町道整備や道

路・橋梁の定期点検や長寿命化事業を進め、幹線道路の整備などを行

ってまいります。

公園・緑地の整備については、劣化の著しい遊具等を更新し、利用

者が安全に利用できるよう整備を進めるとともに、緑地空間の充実を

図ってまいります。

河川・治山の整備については、「むかわ町強靱化計画」に基づき、

普通河川の 浚 渫、都市下水路整備、小規模治山事業を進め、治水対
しゆんせつ

策の充実を図ってまいります。

地域公共交通については、子どもから高齢者まで安心して暮らすこ

とができるよう、持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、令

和５年度に地域公共交通計画を策定するとともに、効率的なバス路線

の見直しにも努めてまいります。

上水道事業については、計画的かつ効果的な事業運営を進めるとと

もに、老朽化した配水管等の施設更新及び耐震化を進め、安全で安心

な水道水の供給を行ってまいります。

また、穂別地区簡易水道第６次拡張事業の実施をはじめ、老朽施設

の計画的な更新・改修を進めてまいります。

下水道事業については、公共下水道及び農業集落排水において、老

朽施設の計画的な更新・改修を進め、安定した下水処理を行ってまい
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ります。

公共施設マネジメントの推進については、町民の安全・安心な生活

を支える行政サービスの質を維持し、かつ、将来世代に負担を先送り

しないよう、公共施設の維持に要する費用の低減に努めてまいります。

ゼロカーボンシティの推進については、本町の地域特性を踏まえた

省エネルギーの実践や再生可能エネルギーの導入を計画的に進めるた

め、「再生可能エネルギー導入計画」を策定してまいります。

併せて、「家電買い換えリサイクル促進事業」の実施や環境学習の

促進、町民や事業者の環境意識の向上に努めてまいります。

また、適切な森林管理によって吸収される二酸化炭素量を認証し、

カーボン・オフセット利用として販売する「Ｊ－クレジット推進事業」

に取り組んでまいります。

４ －はたらく－

４つ目の柱「はたらく」。産業とまちに活力があり、笑顔を広げる

まちづくりであります。

一次産業については、コロナ禍による需給変化、物価高騰による生

産費の増加、自然災害や野生鳥獣による被害、労働力不足などが経営

の不安要素となっています。

特に農業振興は、国の政策に大きく影響を受け、とりわけ水田活用

直接支払交付金制度の見直しは個々の農業者の経営はもとより、地域
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農業に大きな影響が懸念されており、関係機関・団体と連携した取り

組みを充実し、経営体の強化を目指してまいります。

このため、地域担い手育成センターを中心に農業人材の育成・確保

の機能強化を図りつつ、新たに新規就農総合支援事業を創設し、新規

就農者などへの支援の充実を図ってまいります。

農業経営の体質強化のため、地域農業活性化基金事業を継続すると

ともに、水田農業緊急対策事業を実施してまいります。

令和８年度までを計画期間とする国営かんがい排水事業のうち排水

路整備については、令和５年度をもって完了いたしますが、国営関連

事業である道営による排水路の整備は継続実施となります。

宮戸排水路整備の事業推進に向けた取り組みや、花岡地区排水路整

備に着手するなど、引き続き災害により強い農業基盤づくりを進めて

まいります。

次に、林業振興については、森林資源の適切な管理と循環利用を推

進し、経済林としての価値の向上のみならず環境保全や二酸化炭素吸

収源としての役割を有しており、これらの機能が十分に発揮できるよ

う、民有林振興対策事業や私有林整備促進事業を引き続き実施してま

いります。

また、国・北海道・町の三者による地域主体の一体的な森林づくり

協定による連携をより一層強化し、循環型の森づくりを進めてまいり

ます。

林業生産活動に必要な路網の整備については、林道ルベシベ線改良

工事及び林業専用道平丘和泉線の整備を推進してまいります。
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さらに、林業従事者の人材育成、地域材の利用促進、木育の普及な

ど継続して取り組み、地域林業の活性化を推進してまいります。

農林業共通の取り組みとして、エゾシカによる農林業被害の軽減に

向けて、農業者やハンターが連携した地域協働による捕獲の取り組み

や、狩猟免許取得に対する支援を継続してまいります。

また、新たにエゾシカによる被害を受けた造林地の再生と被害防止

対策の実証事業を実施するとともに、捕獲したエゾシカの処分対策に

ついて調査・研究を進めてまいります。

漁業振興については、資源の管理と増大や魚価の向上と安定などに

よる所得の維持・向上に関係団体と連携し取り組んでまいります。

水産資源の維持を図るため、昨年１１月から稼働を開始した新しい

ししゃもふ化場によるふ化放流事業の推進や、ホタテガイやマツカワ

の放流事業など、育てる漁業を推進してまいります。

特に鵡川ししゃもについては、海洋環境の変化の影響などから危機

的な状況にあり、ふ化場の完成を機に、試験研究機関、漁協、行政に

よる調査研究会を立ち上げ資源回復に向けた調査・研究に努めてまい

ります。なお、調査・研究の推進にあたっては、ＩＣＴ技術の活用や

大学・民間企業などとの連携・協力を視野に入れながら進めます。

地域経済の活性化については、むかわ町商工会と連携しながら、こ

れまで実施してきたプレミアム商品券発行事業をより一層活用し、商

工業の経営基盤強化や魅力発信のほか、賑わいづくりに向けた取り組

みへの支援をしてまいります。
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また、創業や新規起業、販路拡大などへの支援については、現行の

「起業力耕上促進事業」の検証を行い、より効果的な制度となるよう

改善を図ってまいります。

まちなか再生事業については、北海道胆振東部地震により大きな被

害を受けたまちなかを再生し賑わいを取り戻すため、持続的な地域運

営につなげる組織体制づくりのほか、地域商社と連携しながら地域資

源を活かしたまちづくり、地方創生に取り組んでまいります。

観光の振興については、コロナ禍からの回復を確実なものとするた

め、観光協会をはじめ関係団体と連携を強化しながら、本町の魅力あ

る地域資源を活用し、観光客の周遊促進や賑わいの創出を図ります。

また、観光ＰＲ動画を制作し、様々なイベントや人が集まる場を契

機として、まちの魅力を町内外の方々に向け、戦略的な情報発信に努

めてまいります。

５ －まなぶ－

５つ目の柱「まなぶ」。学びを通して、多様な人材を育てるまちづ

くりであります。

教育施策については、「むかわ町教育大綱」に掲げる基本理念を念

頭に、これからの子どもたちの未来とまちの将来を見据え、よりよい

教育行政の推進に努めてまいります。

本町の地域資源や産業などの素材を生かした探究型ふるさと学習

「むかわ学」を推進し、郷土への誇りや愛着を育むとともに、将来の
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むかわ町を支える人材の育成に努めてまいります。

夢叶輪公営塾を本町の学びの拠点と位置づけ、引き続き中高生の学
む か わ

力向上や進路相談などのサポートを行ってまいります。また、新型コ

ロナウイルス感染症の流行により派遣を中止しておりました中高生オ

ーストラリア派遣を令和５年度から再開いたします。

ＧＩＧＡ（ギガ）スクール構想については、タブレットやデジタル

機器を積極的に活用したＩＣＴ教育を推進するとともに、時代が求め

る教育環境の整備に努めてまいります。

鵡川・穂別両高等学校の魅力化については、包括連携協定に基づく

支援を継続するとともに、生徒確保の取り組みを進めてまいります。

生涯学習の推進については、誰もが豊かな人生を送ることができる

持続可能な社会をつくるために、多様な学びの場の提供やコミュニテ

ィづくり、地域の未来を担う人材育成に努めてまいります。

また、青少年の健全育成については、自主性・社会性の育成を目的

に、小学生を対象とした「ジュニアチャレンジ合宿事業」をはじめ、

「広島平和の旅派遣事業」、「青少年リーダー研修会」を引き続き実

施してまいります。

中学校部活動の地域移行については、国の動向を踏まえながら、地

域おこし協力隊の活用や関係団体への支援による受入体制の強化な

ど、段階的な移行に向けた準備を進めてまいります。

文化・スポーツ活動の推進については、町民文化祭、ビーチバレー

ボール大会など各種事業や文化協会、スポーツ協会、ＮＰＯ法人むー

ブへの支援を行い、町内での文化・スポーツ活動の活性化を図ってま
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いります。

６ －つなぐ－

最後の柱「つなぐ」。様々なつながりを活かし、輝く未来をつくる

まちづくりであります。

これまで培ってきた人のつながり、資源のつながり、地域のつなが

りなどを活かしながら、地方創生による持続可能なまちづくりを進め

てまいります。

町民をはじめとした協働のまちづくりの推進については、町民や若

者などの柔軟なアイデアによる地域の活性化を目指すために創設した

「共に創るまちづくり事業」に引き続き取り組んでまいります。

「地方創生プロジェクト」の柱である恐竜化石を活かしたまちづく

りについては、地域資源の魅力向上や地域課題の解決に向け、地域商

社との連携強化を図ってまいります。

また、恐竜ワールド構想推進事業については、デジタル田園都市国

家構想推進交付金を活用したデジタル技術を駆使したイベント開催や

周遊コンテンツの開発などに努めてまいります。

併せて、北海道大学総合博物館、北海道恐竜・化石ネットワーク研

究会、にっぽん恐竜協議会、桐生大学などとの連携も深めてまいりま

す。

穂別地区をフィールドとした復興拠点施設等整備事業Ⅰについて
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は、エリアデザインなどの業務を基に次のステップに向け進めてまい

ります。併せて、鵡川地区における拠点整備に向け、復興拠点施設等

整備事業Ⅱの基本設計を策定して、まち全体につながるよう取り組ん

でまいります。

「高大地連携事業」については、本町と関わりを持った学生が将来

的に本町に定着し、次世代の若者を育成する好循環を生み出すための

仕組みの構築に努めてまいります。

姉妹都市である富山県砺波市との交流事業はもとより、スポーツや

文化活動を通じた交流、むかわファンを増やすため、まちの魅力を発

信する「むかわ町応援ＰＲ大使事業」などに引き続き取り組んでまい

ります。

加えて、本町との連携協定による関係機関・関係団体などとのつな

がりをはじめ、恐竜化石が縁でつながりのあるリトアニア共和国やモ

ンゴル国との交流事業なども継続し、多様な形で関わる関係人口の創

出・拡大に取り組んでまいります。

また、重要プロジェクトや専門性が必要な地域課題や社会課題の解

決に向け、地域力創造アドバイザーや地域活性化起業人など、外部人

材を積極的に活用してまいります。

さらに、地域おこし協力隊設置要綱の見直しを図り、受入メニュー

の拡充やインターン制度の活用、多様な関係者間を橋渡しする地域プ

ロジェクトマネージャー制度の活用など、多様な人材が活躍できる環

境の整備に努めてまいります。

「タウンプロモーション推進プロジェクト」については、まちの認

知度向上とむかわブランドを確立することを目的に、効果的にプロモ



- 18 -

ーションを展開するためのタウンプロモーション戦略プランを策定し

てまいります。

また、「広報むかわ」については、町民の皆さんにまちの情報を見

やすく、わかりやすく伝え、親しみやすい広報誌とするため、令和５

年度から全面カラーへ拡充を図ってまいります。

ふるさと納税については、まちの認知度向上や関係人口の創出・拡

大につなげるタウンプロモーションとして捉え、返礼品の拡充を図る

とともに、企業版ふるさと納税にも積極的に取り組んでまいります。

「かわまちづくり計画」については、一級河川鵡川が有する魅力を

最大限に生かし地域の活性化を図るため、令和６年度の登録を目指し

て取り組んでまいります。

公共施設については、「むかわ町公共施設等総合管理計画」に基づ

き、各施設の長寿命化を図るとともに、人口減少や高齢化社会を見据

えた適正配置を進めてまいります。

多様化・複雑化する行政課題に対し柔軟に対応するため、機動的な

組織体制への転換を図り、必要な人員の確保と適材適所の人事配置に

努めてまいります。

併せて、官民連携の動きを強化し、ＩＣＴの品質向上と行政コスト

の削減を同時に進め、新たな時代に対応した質の高い行政サービスの

提供を目指してまいります。
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Ⅲ むすび

北海道胆振東部地震以降大きく変わり続ける社会情勢を踏まえ、令

和５年度は事前復興計画の策定をはじめとする「まもる力」、併せて

震災からの創造的復興・創生の「つくる力」、さらには協働・共創・

共感を高める「つなぐ力」により、防災先導のまちづくりから住み続

けたいまちづくりへつなげてまいります。

間もなく迎える合併後２０年の節目とその先に向けて、日々変化す

る社会情勢を的確に捉え、若い世代に大きな負担を残さないよう、本

町にとって必要な施策を選択してまいります。

まちの将来像 「人とつながる、笑顔でつながる、未来につながる

まち むかわ」の実現に向け、未来への種をまき、その芽を大切に育

て、子どもから大人まで誰もが希望と愛着の持てる、持続可能なまち

づくりを進めてまいります。

今後とも町民の皆さん、そして、議員の皆さんにおかれましては、

むかわ町の発展のため、格段のご理解とご協力、ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げ、令和５年度の町政執行方針といたします。
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